
工事費の積算

① 直接工事費

１ 材 料 費

材料費は，工事を施工するために必要な材料の費用とし，その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。

(1) 数 量

数量は，標準使用量に運搬，貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。

(2) 価 格

「一般土木資材単価」の「資材単価」の「資材単価の決定について」（ｐ総則－１～）を参照。

2 諸 経 費

(1) 諸雑費

１）諸雑費の定義

諸雑費は、雑材料・小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するものである。

２）単価表

(イ)歩掛表に諸雑費率が記載されているもの

所定の諸雑費率の限度いっぱいを計上する。なお、金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。

(ロ)歩掛表に諸雑費率が記載されていないもの

諸雑費は計上しない。

３）内訳書

諸雑費は計上しない。

3 端 数 処 理

(１) 端数処理

１）単価表及び内訳書の各構成要素の数量×単価＝金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。

２）直接工事費計は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

３）共通仮設費の各細別ごとの積み上げ金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

４）共通仮設費の率計上の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

５）現場管理費の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

６）一般管理費の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。

７）歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、小数第２位止め、

小数第３位四捨五入する。
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施工箇所が点在する工事の積算（試行）について 

 

 

 

 

施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそ

れぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際に要する費用との間に乖離が考えられる為、施工

箇所が点在する工事の積算について、下記のとおりとする。 

 

 

 

記 

 

 

 

１．対象工事 

原則として、土木部が所管する工事（空港、建築除く）のうち、直径１km程度の範囲

（工区）を越え、施工箇所が複数ある工事を対象※とする。 

   ただし、港湾工事（工種区分の浚渫工事、構造物工事を適用する工事）で実施する場合

は、港湾を跨ぎ、かつ、施工箇所が複数ある維持補修工事等（A港湾の車止め補修とB港

湾の係船柱補修を１件として発注する工事など）を対象※とする。 

※工事の施行形態等を考慮し、同一施工箇所として取り扱った場合であっても、積算額と実際に要す

る費用との間に乖離が生じるおそれがないと発注者が判断するものは、対象外とすることができる。 

 

２．工区の設定方法 

施工箇所が点在する工事については、原則として市町単位で、点在範囲が直径１km程

度を越えなくなる範囲を限度に、工区を設定する。 

 工区を設定する施工箇所は、公共土木施設を築造、維持、管理、補修する箇所とし、工

事で使用する資材の製作場所は含めない。（製作工場、ブロック製作ヤード等） 

 ただし、港湾工事（工種区分の浚渫工事、構造物工事を適用する工事）については、各

港湾を工区とする。 

 

３．積算の方法（別紙１、別紙２参照） 

・積算については、工区毎に直接工事費、間接工事費（共通仮設費・現場管理費）を算出

する。一般管理費は、対象工区毎に算出した、直接工事費、共通仮設費、現場管理費を

合計した金額を対象として算出する。 

・積算にあたり、日当り施工量等が積算条件となっている場合は、工区毎に設定するもの

とする。 
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４．主な手続き 

 ①入札公告又は入札執行通知書、見積執行通知書に、以下の記載例を参考に、本試行の対象であ

ることを記載するものとする。 
 

＜入札公告文・入札執行通知書等への記載例＞ 

（１）本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算

と施工実態に乖離が考えられるため、『○○工区』（施工箇所○○、○○）『△△工区』（施

工箇所○○、施工箇所○○）、『□□工区』（施工箇所○○）ごとに共通仮設費及び現場管

理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算（試行）」の対象工事である。 

注）『○○工区（施工箇所○○）』の部分には、共通仮設費及び現場管理費を個別に積み

上げる工区、地区、測点、施設名称等を記載する。 

 

②特記仕様書に、以下の記載例を参考に本試行の対象工事であること、及びその積算方法を記載 

する。 

 

＜特記仕様書記載例＞ 

第○条 「施工箇所が点在する工事の積算（試行）」の対象工事 

（１）本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積

算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○工区（施工箇所○○）、△△工区（施工

箇所○○）、□□工区（施工箇所○○）（以下、対象工区という）』毎に共通仮設費及

び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算（試行）」の対象工事である。 

（２）本工事における共通仮設費の金額は、対象工区毎に算出した共通仮設費を合計した金額

とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象工区毎に算出した現場管理費を合計し

た金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域等）については、

対象工区毎に設定する。 

（３）本工事における一般管理費は、対象工区毎に算出した、直接工事費、共通仮設費、現場

管理費を合計した金額を対象として算出する。 

注）『○○工区（施工箇所○○）』の部分には、共通仮設費及び現場管理費を個別に積み

上げる工区、地区、測点、施設名称等を記載する。 

 

５．適用年月日 

平成２７年１０月１日以降、起工するものより適用する。 
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施工箇所が点在する工事の積算（試行） 別紙１

算出方法

・積算にあたり、日当り施工量等が積算条件となっている場合は、工区毎に設定する。

・原則として市町単位で、点在範囲が直径１km程度を越えなくなる範囲を限度に、工区を設定する。
　ただし、港湾工事（工種区分の浚渫工事、構造物工事を適用する工事）については、各港湾を工区とする。
   積算については、工区毎に直接工事費、間接　工事費（共通仮設費・現場管理費）を算出する。
　一般管理費は、対象工区毎に算出した、直接工事費、共通仮設費、現場管理費を合計した金額を対象として算出する。

Ａ①工区

Ａ②工区

Ａ③工区 Ｂ工区

Ａ①工区 Ａ②工区 Ａ③工区 Ｂ工区

※Ａ③工区とＢの距離が１ｋｍ未満で、一体とし
　て扱った場合に支障が無い場合は、市町を跨
　いで、１つの工事箇所として扱うことも可

Ｂ町
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＜積算イメージ＞別紙１の工事箇所を積算する場合 別紙２

【直接工事費】 A① A② A③ B

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

共通仮設費の算定 共通0：（A①+A②+A③+B）を対象額として算出 共通1：A①を対象額として算出

共通2：A②を対象額として算出

共通3：A③を対象額として算出

共通4：B　を対象額として算出

現場管理費の算定 現場０：（A①+A②+A③+B+共通0）を対象額として算出 現場1：（A①+共通1）を対象額として算出

現場2：（A②+共通2）を対象額として算出

現場3：（A③+共通3）を対象額として算出

現場4：（B　+共通4）を対象額として算出

一般管理費の算定 一般0：（A①+A②+A③+B+共通0+現場0）を対象額として算出 一般１：（A①+A②+A③+Ｂ+共通1+共通2+共通3+共通4+

　　　　　現場1+現場2+現場3+現場4）を対象額として算出

【一般管理費】

共通０

現場０

一般０

＋

＋

【共通仮設費】

【現場管理費】

共通3 共通4

A①＋A②＋A③＋B

＋

現在の積算 点在工事の積算

＋

一般1

現場１ 現場2 現場3 現場4

共通１ 共通2
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参 考 

参考資料への表示 

 
「施工個所が点在する工事の積算（試行）」の対象工事の場合、赤枠の表示を行います 

 
設計書積算条件に「施行箇所が点在する工事の積算（試行）」の対象工事を表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請負工事費内訳書に工区毎の施工地域補正を表示 
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